
 
 

１．件名 

三菱原子燃料株式会社による加工施設の設計及び工事の計画の認可申請

に関する面談 

 

２．日時 

令和３年１２月２０日（月）１７時１０分～１７時４０分 

 

３．場所 

原子力規制庁 １０階会議室（TV 会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 原子力規制部 

審査グループ 核燃料施設審査部門 

小澤安全管理調査官、有田安全審査官 

三菱原子燃料株式会社 

冨永工場長 他５名 

 

５．要旨 

（１）令和３年１２月１６日の面談において原子力規制庁（以下「規制庁」と

いう。）から説明を求めた事項について、三菱原子燃料株式会社（以下「三

菱原子燃料」という。）から、配付資料に沿って、回答があった。 

 

（２）規制庁から、以下の点について、後日説明するよう指示した。 

○変更区分を「変更なし」とした建物・設備のうち、変更区分の誤りが確

認されている４設備以外については、変更区分の誤りがないことを確認

したとのことだが、変更区分を「改造、更新等」とした建物・設備につ

いても、変更区分に誤りがないことを確認すること。 

○上記の確認結果を踏まえて、今回の不適合事象の是正処置を説明するこ

と。 

 

（３）三菱原子燃料から、本日の面談を踏まえて速やかに対応する旨の発言が

あった。 

 

６．配布資料 

資料１：ＭＳＲ－２１－０７０ 変更区分「変更なし」建物・設備調査結果

について 


